
                    

 

 

 

 

千葉外房有料道路の無料開放について 
令 和 ４ 年 １ ２ 月 １ ９ 日 

千 葉 県 県 土 整 備 部 道 路 計 画 課 

千 葉 市 建 設 局 土 木 部 土 木 管 理 課 

千 葉 県 道 路 公 社 総 務 部 総 務 企 画 課 

 

千葉外房有料道路は、令和５年１月３１日（火）をもって料金徴収期間が   

満了となり、翌日の２月１日（水）午前０時より無料開放となります。 

これに伴い、道路管理者が千葉県道路公社から千葉県と千葉市に変更と   

なりますのでお知らせします。 

 

 回数券の払い戻しにつきましては、下記により実施いたします。 
また、無料化に伴い誉田パーキングと大野パーキングは廃止となり、料金所 

施設については順次撤去しますので、工事期間中は速度を落としての通行に  
御協力をお願いします。 

記 
受付窓口：千葉外房有料道路管理事務所 
住 所：千葉市緑区大木戸町１２１５－９９ 
電 話：０４３－２９４－６０２５ 
払戻期間：令和５年２月１日（水）から令和５年３月３１日（金）まで 
     （午前８時３０分から午後５時まで） 
 

受付窓口：千葉県道路公社 
住 所：千葉市中央区中央２－５－１ 千葉中央ツインビル２号館７階 
電 話：０４３－２２７－９３３１ 
払戻期間：令和５年２月１日（水）から令和６年１月３１日（水）まで 

（午前８時３０分から午後５時まで 土・日・祝日、年末年始を除く） 
※払い戻し方法等の詳細については、千葉県道路公社ホームページを 
御確認ください。 
 

【問い合わせ先】 

○無料開放後の道路について 

千葉県県土整備部道路計画課    ℡ ０４３－２２３－３２８７ 

千葉市建設局土木部土木管理課   ℡ ０４３－２４５－５３８８ 

○回数券の払い戻し、改修工事について 

千葉県道路公社総務部総務企画課  ℡ ０４３－２２７－９３３１ 

千葉県道路公社 千葉市 

回覧 



【千葉外房有料道路の概要】 
 

路 線 名 主要地方道 生実本納線 

区 間 千葉市緑区鎌取町から茂原市大沢まで 

延 長 １４．３ｋｍ 

料 金 普通車３２０円 

供用開始年月日 昭和５５年２月 １日 

誉田区間無料化 平成１９年４月２７日（鎌取 IC～誉田 IC） 

無料開放年月日 令和 ５年２月 １日 

    

【有料道路位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和５年２月１日以降、道路管理者の変更に伴い当該道路における「相談・
申請窓口」が変更となります。 
■①千葉市管理区間 

〇千葉市域（千葉市緑区鎌取町～千葉市緑区越智町、千葉市緑区越智町～千葉市緑区板倉町）  
千葉市緑土木事務所管理課    ℡ ０４３－２９１－７１２１ 

 ■②千葉県管理区間 
〇市原市域（市原市瀬又） 
千葉県市原土木事務所管理課   ℡ ０４３６－４１－１３０３ 

〇茂原市域（茂原市桂～茂原市大沢） 
千葉県長生土木事務所管理課   ℡ ０４７５－２４－４５２２ 

起点:千葉市緑区鎌取町 

 

延長 7.6km 
 

 

千葉外房有料道路 市原市瀬又 

 

千葉市緑区越智町 

 市原市瀬又 
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延長 1.2km 

延長 14.3km 千葉市緑区越智町 

 
延長 4.4km 千葉外房有料道路 

管理事務所 

千葉市緑区板倉町 

 茂原市桂 

 
延長 1.1km 

終点:茂原市大沢 
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①：千葉市　管理区間　延長12.0km

②：千葉県　管理区間　延長  2.3km

鎌取 IC 

 

誉田 IC 

 

誉田 PA 

 

大野 PA 
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